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人権方針 

当社は、人権を尊重することは全ての事業活動の基盤であると認識し、以下のとおり「人権方針」を定めます。 

 

１．人権に対する基本的な考え方 

ノバシステム株式会社（以下、当社といいます）は、全ての人々の基本的人権について規定した国連の「国際人権章典」、

労働における基本的権利を規定した国際労働機関（ILO）の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言」をはじめ

とする人権に関わる国際規範を支持し、尊重します。本方針は、当社がステークホルダーに対する人権尊重の責任を果たす

ために、経営理念・社内規程等に基づく人権尊重の取り組みを約束するものであります。 

 

２．適用範囲 

  本方針は、当社の全ての役員と社員に適用されます。また、当社に関わるビジネスパートナー様をはじめとするステーク

ホルダーの皆様に対しても、本方針へのご理解と人権尊重の取り組みへのご協力をお願いするものであります。 

 

３．人権尊重の責任 

当社は、どの社員に対しても平等に働く機会を与え、人種、民族、国籍、出身地、社会的身分、社会的出身、性別、婚姻

の有無、年齢、言葉、障がいの有無、健康状態、宗教、思想・信条、財産、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等

に基づくあらゆる差別やハラスメントを容認しません。また、いかなる形態の強制労働や児童労働も認めません。 

当社は、自らの事業活動が直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、他者の人権を尊重し、こ

れを侵害しないよう努めます。また、当社の事業活動により人権への不利益が生じた場合には、是正に向けて適切に対応し

ます。さらに、取引関係者等において人権への不利益が生じているおそれがあり、それが当社の事業と関連している場合に

は、当該関係者に対し人権尊重への配慮を求めていきます。 

 

４．救済（問題発生時の対処） 

当社の事業活動が、直接的か取引関係者等を通じての間接的かを問わず、人権への負の影響を引き起こしたことが明らか

になった場合には、関係者との対話及び適切なプロセスを通じてその救済に努めます。 

 

５．教育・研修 

当社の全ての役員・社員並びに当社に関わるビジネスパートナーの皆様が、本方針への理解を深めることができるよう、

必要に応じて情報の提供及び教育・研修の実施に努めます。 

 

６．情報開示 

定期的に人権に関する取り組み状況について、適宜ホームページ等を通じて情報発信に努めます。 

 

制定：2026年 6月 18日  

ノバシステム株式会社   

代表取締役社長 芳山政安 


